
南ひだ心の相談センター（指定相談支援事業所） 重要事項説明書 

 

 

１．事業所が提供するサービスについての相談窓口 

     電話   ０８０－４２２３－３７９４（８時３０分～１６時３０分まで） 

担当   管理者     － 池 田 重 雄 

相談支援専門員 － 田 中 崇 博 ／ 森 中 美 緒  

 

２．事業所の概要 

（１） 事業所名及び指定番号並びにサービス提供地域 

事業所名 南ひだ心の相談センター 

所在地 岐阜県下呂市萩原町西上田１９６１番地６ 

指定番号 ２１３２８００２９９ 

通常の事業実施地域 下呂市内 

（２） 職員体制  

区  分 資  格 常 勤 業 務 内 容 

管理者 医師 １名 職員及び業務の管理 

相談支援専門員 精神保健福祉士 １名以上 指定相談支援の提供 

事務職員  1 名 経理等の帳簿管理 

（３） 営業時間    

月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時００分（不定休業日あり・平均週５日開館） 

※定休日 － 日曜日・祝日、１２月３１日から１月 3 日まで 

          

３．相談支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

（１）サービス利用計画の作成 

利用者及び家族等と面談し、利用者の心身の状況、おかれている環境等を把握したうえ

で、障害福祉サービス及びその他必要な保健医療サービス、福祉サービス（以下、「障害福

祉サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、サービス利用

計画を作成します。また、障害福祉サービスの支給申請を希望される場合は、申請等を代

行いたします。 

＜対象者＞ サービス利用計画作成は下記対象者となります 

    ① 入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間集中的な支援を必要と認定され

た障害を有する者 

    ② 自ら福祉サービスの利用に関する調整を行うことが困難であり計画的な支援を必要

とすると認定された障害を有する者 

    ＜サービス利用計画作成の流れ＞ 

    ① 利用者及び家族等の希望、並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づ

き、サービス利用計画の原案を作成します。 

    ② 事業所は、障害福祉サービス等の担当者を招集して、「サービス担当者会議」を開催

し、サービス利用計画の原案に専門的見地からの意見を求めます。 



   ③ サービス利用計画に位置付けた障害福祉サービス等について、法第 19 条第 1 項に

規定する介護給付費等の対象の有無を区分した上で、その種類、内容、利用料等につ

いて利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。 

    ④ サービス利用計画の作成後も、利用者及び家族等、障害福祉サービス事業所等と継

続的に連絡をとり、サービス利用計画の実施状況の把握を行い、必要に応じてサービ

ス利用計画の変更、障害福祉サービス事業所等との連絡調整、その他の便宜の提供を

行います。 

（２）サービス利用計画作成後の便宜の供与 

① 利用者及び家族等、障害福祉サービス事業所との連絡を継続的に行い、サービス利用

計画の実施状況を把握します。 

② サービス利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、障害福祉サービス事業

所等との連絡調整を行います。 

③ 利用者の意見を踏まえ、障害支援区分認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

（３）サービス利用計画の変更 

    利用者がサービス利用計画の変更を希望した場合、又は事業所がサービス利用計画の変 

更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意に基づき、サービス利用計画を変 

更します。 

（４）障害者施設の紹介 

    利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合、又は利用 

者が障害者施設への入所を希望する場合には、障害者施設の紹介、その他の便宜の提供を 

行います。 

 

４．利用料金 

（１）利用料 

   ① サービス利用計画費支給申請にあたり、市町村に代理受領を希望した場合は、負担額

は発生しません。 

      ② サービス利用計画費支給申請にあたり、市町村に代理受領を希望しない場合は、 

       初回・更新計画書作成時、継続サービス利用支援（モニタリング）のいずれも厚生労働

大臣が定める金額が発生します。 

（２）交通費 

通常の事業の実施地域以外の居宅等を訪問する場合、下記の通り御負担頂きます。 

① 事業所から、片道２０キロメートル未満           ３６０円 

② 事業所から、片道２０キロメートル以上３０キロメートル未満 ４８０円 

③ 事業所から、片道３０キロメートル以上４０キロメートル未満 ７２０円 

     以後１０キロメートルを超えるごとに２４０円の加算とする。 

 

５．サービスの利用方法 

 （１）サービスの利用開始 

まずは、お電話か来所して頂きお申し込みください。職員がお伺いし契約を締結したの

ちサービスの提供を開始します。 

 

（２）サービスの終了 



① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がありま 

す。その場合、終了 1 ヵ月前までに文書で通知させて頂くとともに、地域の他の相談支 

援事業所を紹介いたします。 

③ 自動終了の場合 

  サービス利用計画作成費の支給が取り消された場合は、自動的にサービスを終了いた 

します。 

            ④ その他 

     利用者及びその家族等が、事業所や事業所の相談支援専門員に対して、契約を継続し 

難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座にサービスを終了 

させて頂く場合がございます。 

 

６．事業の運営方針 

（１）事業所の相談支援専門員は、利用者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自 

立した日常生活を営むことができるよう配慮します。 

 （２）事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じ利用者の意向を尊重し、 

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所等から総合的かつ効果的に提供 

されるよう配慮して行います。 

 （３）事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の障害 

福祉サービス事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 

（４）事業の実施に当たっては、関係市町村、保健所、相談機関、他の指定相談支援事業所、 

障害者施設等との連携に努めます。 

 

７．緊急時の対応方法 

       （１）現にサービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合、また、その 

他必要な場合は、速やかに同法人の医療機関、又は利用者の指定する医療機関へ診察を依 

頼します。 

（２）前項のほか、サービスの提供中に利用者の心身の状態が変化した場合、あらかじめ利用 

者が指定した者に対し緊急に連絡します。 

 

８．非常災害対策 

  （１）非常災害時等においては、同法人施設、又は居住地の市町村からの応援を受け対応しま 

す。 

 

９．要望・苦情申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

  利用者からの苦情に対する常設の窓口を、事業所カウンターにわかりやすく表示します。ま

た、電話や FAX による受付も行います。 

   担当者   受付担当者 田 中 崇 博  

         解決責任者 池 田 重 雄 

・電話番号：０５７６－２５－５７５８   



・FAX 番号：０５７６－２５－５９８１ 

＜行政機関その他苦情受付機関＞ 

下呂市役所 社会福祉課 

所在地：下呂市萩原町萩原１１６６－８ 

電話番号：0576-52-３９３６  FAX：0576-52-3915 

受付時間：８：３０～１６：３０ 

岐阜県運営適正化 

委員会 

所在地：岐阜市下奈良２丁目２番１号 岐阜県福祉・農業会館６階 

電話番号：058-278-5136  FAX：058-278-5137 

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 

     

10．その他 

職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保守します。なお、職員でなくなっ

た後においても同様とします。 

 

契約をする場合には以下の確認を行うこと     

 

 

 

令和   年   月   日 

 

   

 

指定計画相談支援事業（サービス利用計画作成等）の提供開始にあたり、利用者に対し契約書

及び本書面に基づいて重要な事項の説明をしました。 

 

事 業 所 

            ＜事業所名＞ 南ひだ心の相談センター 

                   （事業所番号 Ü ２１３２８００２９９） 

            ＜住  所＞ 岐阜県下呂市萩原町西上田１９６１番地６ 

  

            ＜説明者氏名＞                  ㊞ 

 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業所から指定計画相談支援事業（サービス利用計画作成等）

についての重要事項の説明を受けました。 

 

利 用 者 

           ＜住  所＞ 

              

            ＜氏  名＞                   ㊞ 

 


